
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｃ６－２０ 調理用具等 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｃ６－２０ 全 調理用具 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

 Ｃ６－２台は調理時に使用する用具である。下記の三つに大きく分類される。 

 ・（Ｃ６－２１台）食品に直接触れて食品をとり扱うための用具 

 ・（Ｃ６－２２台）食品に直接触れず、調理に補助的な役目を果たす用具（容器ふた開け具、鍋つかみ等） 

 ・（Ｃ６－２３台）食品を成形するための器具、型 

 
 Ｃ６－２０には上記にあてはまらない調理用具を分類する。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

調理板（Ｃ５－４４０～Ｃ５－４４１０）を除く。 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

野菜用すべり止めネット 加熱調理用つつみ箔  

   

 

754509号 加熱調理用つつみ箔 

 

1123514号 野菜用すべり止めネット 

 

867130号 電子レンジ用マドラー 

 


